
イベロ・ジャパン旅行業務取扱料金表(税込)（この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面の一部となります。） 

当社では、お客様のご旅行の取扱に関しまして、旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金として下記の料金を申し受けます。 

また、このご案内に記載のない事項については当社旅行業約款によります。 

【海外旅行】 
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内  容 取扱料金 変更手続料金 取消手続料金 特記事項 

運送機関・宿泊機関等の複合手配の場合 
ご旅行費用総額の

20％以内 

ご旅行費用総額の

20％以内 

ご旅行費用総額の

20％以内 

下限は各取扱料金の合算額としま

す。 

パラドール･ポザーダ 

2名以下１手配 \1,100（税込） \1,100（税込）* \1,100（税込） 1ホテル・1チェックインを 1手配とし

ます。 

*変更手続き料金は 3回目以降の変

更の場合に申し受けます。 

3名以上１手配 \1,650（税込）  \1,650（税込）* \1,650（税込） 

特別料金、割引料金

等の場合 １手配 
\2,200（税込） \2,200（税込）* \2,200（税込） 

その他ホテル 

1名1手配 \1,100（税込） \1,100（税込） \1,100（税込） 
1ホテル・1チェックインを 1手配とし

ます。 
2名1手配 \2,200（税込） \2,200（税込） \2,200（税込） 

3名以上１手配 \3,300（税込） \3,300（税込） \3,300（税込） 

現地発着ツアー 1名1件 \1,100（税込） 
契約時に明示した

料金 

契約時に明示した

料金 
 

送迎・ガイド・専用車 1手配 \2,200（税込） \2,200（税込） \2,200（税込）  

鉄道 1名1件 \2,200（税込） \2,200（税込） \2,200（税込） 
1区間を 1件とします。 

ポルトガル国鉄は要問合せ。 

各種チケット 

（闘牛、フラメンコ等） 
1名1件 \2,200（税込） - - 

手配内容により、別途料金が発生す

る場合がございます。 

レストラン予約 
パラドール内1手配 \2,200（税込） 3 回目以降 

 \1,100（税込） 
- 

宿泊手配を伴うパラドール内レストラ

ン予約は取扱料金無料です。 その他1手配 \5,500（税込） 

日本発国際航空券 1名1件 

エコノミークラス 

\5,500（税込） 
契約時に明示した

料金 

契約時に明示した

料金 
E チケット発券不可時に航空会社カ

ウンター発券の場合、航空会社の発

券手数料を別途申し受けます。 

 

手配内容により、別途料金が発生す

る場合がございます。 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ/ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ/ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ 

\11,000（税込） 

海外発着航空券 1名1件 

スペイン国内線 

ポルトガル国内線 

\5,500（税込） 
契約時に明示した

料金 

契約時に明示した

料金 
ヨーロッパ線 

\6,600（税込） 

緊急手配料金 1名1件 
契約時に明示した 

料金 
- -  
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内  容 料  金 特記事項 

旅行計画作成のための相談 
基本料金（30分まで） \5,500（税込）  

以降30分ごと \3,300（税込）  

旅行計画の作成 1件につき \3,300（税込）  

旅行代金見積書の作成 1件につき \3,300（税込）  

旅行地および運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料（A4版）1枚につき \1,100（税込）  

     

そ

の

他 

内  容 料  金 特記事項 

日本国内での空港等でのあっ旋サービス料金 あっ旋員1名につき \16,500（税込）  

忘れ物捜索に係る手数料 1件につき \3,300（税込） 

捜索の結果、発見されない場合も手数

料は払い戻しいたしません。また、発

見された場合の送料はお客様のご負

担となります。 

お客様のご都合による変更・取消に伴う返金の際の手続料金 1口座への返金1件につき 実費。ご指定銀行により異なる。 

（注） 

(1) 上記の各料金については、消費税が含まれております。 

(2) 上記料金は旅行を中止される場合でも払い戻しいたしません。取扱・変更手続料金は当該手配を取消される場合でも払い戻しいたしません。  

(3) 上記料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合があります。  

(4) 航空会社・ホテル等旅行サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社等に対して支払う取消料は別途申し受けます。  

(5)「旅行費用」とは、運賃･宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。  

(6) 「1 手配」とは、同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1 手配」と数えます。手配日・利用日・利用期間・利用区間・提供機関等が異なる場合はそれぞれ「1 手

配」と数えます。  

(7) 変更・取消手続料金は、手配着手後の変更・取消より申し受けます。 

(8) 送迎・ガイド・専用車、鉄道、各種チケット（闘牛、フラメンコ等）、レストラン予約、海外発着航空券については、当社と宿泊に関する手配旅行契約または企画旅行

契約を締結されているお客様のみお申し込みいただけます。 

    ＜2021年3月31日現在＞ 


